
第８章 文化的景観の整備に関する事項



第１節 重要な構成要素の今後の整備・活用
住民ワークショップにおいて、第５章で抽出された重要な文化的景観構成要素の管理・運営について、住民か

ら得られた意見について、今後の整備・活用の必要性に関するものを以下にまとめる。本章では、特に、住民か
ら言及のあった要素についてのみ、その整備・活用の方向性を述べる。抽出された要素の整備・活用に関する意
見並びに、考えられる今後の整備・活用の可能性を表８－１、８－２中に示す。
両地区とも、主に温泉（共同）と遺構について意見が抽出された。今後、重要文化的景観に指定されると、対

象地区に訪れる観光客も増加することが予想される。そのため、来訪者を受け入れるために、駐車場などを含め
た周辺環境の整備が必要とされる。また、遺構については案内板など周辺環境の整備に関する意見の他に、足湯
への転換など活用方法についての意見も抽出された。「洗濯場」「滝湯跡」は、現在周囲を外壁や柵等によって囲
まれており、近づくことができない状態である。「囲ってしまうのは良くない」等の意見が得られたように、こ
れらの遺構は歴史を偲ぶ要素として、来訪者へ向けて開放することが望まれていることが分かった。また、足湯
等の他用途への転換により、地域のなかでの生きた存在として利用されることを望む住民意見も上がっている。
その他の要素については、住民ワークショップにおいては、言及されていないが、重要文化的景観の定義に基づ
き、築かれてきた生活や生業との関係を保っていくことが重要であり、その機能を保ちながら景観を維持・継承
していくことが必要であると考えられる。

表８－１ 整備・活用の今後の方針［鉄輪温泉地区］

表８－２ 整備・活用の今後の方針［明礬温泉地区］
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第２節 整備の将来像
１ 鉄輪温泉地区における将来像の導出
アンケートとスケッチ作業の結果から歴史性を踏まえた住民意見と、文献や古写真の調査から得られた歴史性

を考慮して、鉄輪温泉地区の将来像の導出を行う。そして土地利用や景観の方向性を示したゾーニング図（図
８－１）と、ゾーンごとに住民意見を集約した各項目（表８－３）に関連する既存の行為規制や届出等のルール
の有無を示す。
但し、表８－３「住民意見による規制の方向性」と「項目に関連する既存のルール」の内容は必ずしも一致す

るものではない。また、最終的に当該地域の歴史性を考慮して作成した将来像は図８－２～８－５で説明する。

図８－１ ゾーニング地図［鉄輪温泉地区］

表８－３ 各ゾーンの規制の方向性［鉄輪温泉地区］
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図８－６ ゾーニング地図［明礬温泉地区］

２ 明礬温泉地区における将来像の導出
アンケートとスケッチ作業の結果から歴史性を踏まえた住民意見と、文献や古写真の調査から得られた歴史性

を考慮して、鉄輪温泉地区の将来像の導出を行う。そして土地利用や景観の方向性を示したゾーニング図（図
８－６）と、ゾーンごとに住民意見を集約した各項目（表８－４）に関連する既存の行為規制や届出等のルール
の有無を表８－４に示す。
但し、表８－４「住民意見による規制の方向性」と「項目に関連する既存のルール」の内容は必ずしも一致す

るものではない。また、最終的に当該地域の歴史性を考慮して作成した将来像は図８－７～８－１０で説明する。
なお、湯の花小屋については、湯の花製造に伴う噴気等により、葺替え等が頻繁に必要なその性質上から、国庫
補助等を活用して必要に応じて更新を行い、湯の花製造の生業継続を図ることで、結果的に文化的景観の維持を
図る。
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表８－４ 各ゾーンの規制の方向性［明礬温泉地区］
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第３節 文化財の活用に関する計画
文化的景観保護事業とまちづくり事業の整合性を持たせるため、将来的に第２期以降の追加選定に向け、景観

計画等の見直し、あるいは今後実施される予定の重点景観計画策定の折に、文化的景観の保護に対する配慮も含
めるよう、文化財部門、都市政策部門、土木部門の連携強化を図る。
構成要素については、基本的に本計画の整備運営方針に沿う形で長期的な視野に立ち、地獄めぐりなどに活用

されている温泉資源や、その活用の結果、市街地の中で目にすることができる湯けむりに象徴された、独自性の
ある「別府らしさ」が、現状で後世に引き継いでいけるよう目指す。そのためには、守るべき部分と変化せざる
を得ない部分を明確にして、資源を維持しつつ景観の特性を生かした「wise use（ワイズ・ユース、賢い利用）」
の意識を地元住民に広く持ってもらうことで、文化的景観の価値と地区ごとの多様性を守り日々の生活・生業に
活用していくことが、結果的に文化的景観の価値と自分たちの生活を向上させるメリットがあるという意識の啓
発を図る。それに関して、文化的景観の大元となる温泉資源の使用が現時点でピークとなっており、今後の使い
道次第では枯渇することも十分考えられるので、温泉資源の維持が文化的景観の維持につながるという意識を別
府市全体で共有し、さらに別府を訪れた外来客にも理解してもらえるよう取り組む。
この他、文化的景観の維持あるいは保護に必要な場合は、その都度修景等を実施することで、文化的景観の価

値が損なわれないよう対応する。その際、修景等の具体的な案については、住民、有識者、行政による整備運営
委員会を設けて検討する。
また、ONSENツーリズム事業にも文化的景観保護の概念を含ませることにより、まちおこしと文化財保護の

両立を図る形で文化財を活用し、市全体が舞台となる地域振興事業を支援できるよう取り組む。その際、文化的
景観の価値を鑑み、地域住民等による自主的な活動を重視し、基本的に行政からは適宜助言、あるいはまちおこ
し企画案の提供等、住民の自主性が損なわれないよう支援を行う。ただし、重要文化的景観を地域活性化の一手
段として積極的に活用してもらうことで、観光客の誘致につなげるため必要とされる場合は、採算性にこだわら
ない実験的なものも含めて選定区域内外における事業案を提示して、重要な構成要素を様々な方向性で活用する
方法を探る。
具体的には、文化的景観の価値が持つ地区ごとの独自色を活用することで、生活・生業と文化財保護の両立を

目指す。例えば、鉄輪温泉地区では湯治が今でも息づいており、長期滞在が可能な環境が整っているので、観光
と結びつける形で泊まり方の面白さを発信し、集客に寄与するとともに湯治風習の維持を図るなどの方法が考え
られる。明礬地区では湯の花小屋を維持するため、湯の花やその製造技術をアピールするなどの方法が考えられ
る。これらの方法については、民間に協議会を設けるなどして、住民の自発的な情報発信などの活動を促す。た
だし、将来的に住民の中だけでは文化的景観保護が難しい問題が発生した場合に限り、整備運営委員会で検討
し、必要な場合は条例等の整備を図ることで対応する。
このほか、将来的な文化的景観の保護並びに第２期以降の追加選定に向けて、地区住民や外来客に対して文化

的景観について周知するため、パンフレットの配布やシンポジウムの開催などを実施する。そして、文化的景観
保存事業に対する理解を得る。それと同時に、住民の自主的なまち歩き事業のガイドにも文化的景観について意
識してもらうことを図る。また、小中学校の総合的な学習の時間の中に、文化的景観について学ぶ機会を学校側
が持てるような体制を整えることを図る。これらの活動を継続することにより、文化的景観が持つ価値が、地元
住民の誇りであるとともに、温泉資源と共に将来的に伝えていくべき「かけがえのないもの」という保護意識を
啓発できるよう取り組む。
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